
　
「
医
の
倫
理
と

は
？
」
と
の
問
い

か
け
に
、
あ
な
た

は
ど
う
答
え
る
だ

ろ
う
か
？　
安
楽

死
や
終
末
期
医

療
、
生
殖
医
療
や
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞

の
活
用
等
、
医
学
だ
け
で
こ
れ

ら
の
こ
と
に
答
え
を
だ
せ
る
だ

ろ
う
か
？　
答
え
を
出
す
た
め

に
は
法
律
的
、
倫
理
的
な
判
断

も
必
要
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ

う
。
漠
然
と
し
た
問
い
か
け
で

内
容
も
種
々
に
わ
た
る
の
で
、

も
し
か
し
た
ら
答
え
は
ひ
と
つ

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
政
府
は
今
回
の
診
療
報
酬
の

改
定
に
お
い
て
、
在
宅
医
療
の

強
化
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
今

後
、
自
宅
で
の
看
取
り
医
療
も

増
え
て
く
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
、
病
院
の
勤
務
医
だ
け
で
は

な
く
開
業
医
も
看
取
り
の
現
場

に
立
ち
会
う
機
会
が
増
え
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
。
人
の
尊
厳

と
は
な
に
か
、
改
め
て
考
え
る

こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
確
実
に

言
え
る
こ
と
は
医
師
が
正
し
い

医
学
的
知
識
を
持
つ
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
が
、
正
し
い
倫

理
観
も
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
だ
。

　
な
に
が
正
し
い
倫
理
観
な
の

か
は
時
代
の
変
遷
と
共
に
多
少

は
変
わ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

医
の
倫
理
に
つ
い
て
は
医
師
の

職
業
倫
理
に
つ
い
て
書
か
れ
た

ギ
リ
シ
ャ
時
代
か
ら
受
け
継
が

れ
る
「
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
誓

い
」
を
基
盤
と
し
て
、
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
宣
言（
1
9
6
8
年
）、

ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
（
64
年
）、

リ
ス
ボ
ン
宣
言
（
81
年
）
が
あ

る
。
こ
れ
か
ら
の
医
学
の
発
展

や
社
会
貢
献
の
た
め
に
は
医
学

知
識
の
発
展
だ
け
で
は
な
く
法

律
的
、
倫
理
的
に
も
大
多
数
の

同
意
を
得
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
。

　
し
か
し
我
々
は
過
去
を
省
み

ず
し
て
、
将
来
の
医
学
の
発

展
、
社
会
貢
献
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
第
二
次

世
界
大
戦
に
前
後
し
て
、
日
本

は
中
国
で
人
体
実
験
を
行
っ
た

事
実
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
7

3
1
部
隊
に
よ
る
生
体
実
験
な

ど
戦
時
中
の
医
学
犯
罪
が
免
責

医
の
倫
理
と
は
？

 

今
、
あ
ら
た
め
て
問
い
直
す

　
旅
客
機
の

失
踪
、
旅
客

船
の
転
覆
、

沈
没
と
悲
痛

な
ニ
ュ
ー
ス
が
相
次
い
だ
。
現

時
点
で
は
ど
ち
ら
も
人
為
的
な

要
因
に
よ
る
も
の
の
よ
う
だ
。

現
代
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
器
機

の
進
歩
は
め
ざ
ま
し
く
、
そ
れ

ら
を
使
い
こ
な
す
は
ず
の
人
間

が
追
い
着
け
な
く
な
っ
て
い
る

状
況
で
は
な
い
の
か
▼
自
分
が

身
を
置
い
て
い
る
医
療
の
分
野

に
於
い
て
も
し
か
り
。
中
核
病

院
を
受
診
す
る
と
、
聴
診
器
を

使
わ
な
い
循
環
器
専
門
医
、

「
痛
い
」
と
訴
え
る
部
位
に
触

ろ
う
と
も
し
な
い
で
、
Ｍ
Ｒ
Ｉ

の
予
約
を
取
る
整
形
外
科
医
等

々
。
上
気
道
症
状
を
訴
え
て
来

院
し
た
初
診
患
者
さ
ん
に
、

「
何
が
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
」

と
、
腹
ま
で
触
っ
て
時
間
を
浪

費
す
る（
？
）小
生
の
よ
う
な
存

在
は
化
石
な
の
で
あ
ろ
う
か
▼

で
も
、
患
者
さ
ん
の
こ
の
一
言

に
救
わ
れ
る
日
々
で
あ
る
。

「
病
院
に
行
っ
て
、
こ
ん
な
に

丁
寧
に
触
っ
て
も
ら
っ
た
の
は

初
め
て
で
す
」
▼
心
電
計
、
エ

コ
ー
、単
純
Ｘ

－

Ｐ
＋
α
く
ら

い
し
か
手
駒
を
持
た
な
い
町
医

者
に
と
っ
て
、
我
が
身
ひ
と
つ

で
可
能
な
テ
ク
、問
診
・
視
診
・

触
診
は
素
晴
ら
し
い
武
器
と
な

り
得
る
な
ど
幻
想
の
世
界
な
の

だ
ろ
う
か
▼
駆
け
出
し
の
研
修

医
時
代
、
当
時
の
最
先
端
機
器

を
他
に
先
駆
け
て
導
入
し
て
い

た
ボ
ス
の
一
言
が
、あ
ら
た
め
て

胸
に
突
き
刺
さ
る
。「
ど
ん
な
に

優
秀
な
機
械
で
も
故
障
す
る
こ

と
は
あ
る
。お
か
し
い
と
思
っ
た

時
は
患
者
さ
ん
を
観
ろ
！
」▼

ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
を
ゼ
ロ
に
す

る
の
は
不
可
能
だ
ろ
う
。可
能
な

限
り
少
な
く
す
る
努
力
を
忘
れ

な
い
よ
う
に
し
た
い
。 （
呑
鉄
童
）

は
、
軍
事
政
権
下
で
あ
っ
た
と

は
い
え
「
非
人
道
的
な
人
体
実

験
」
を
行
っ
た
こ
と
、
そ
し

て
、
そ
の
認
識
・
反
省
が
不
十

分
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
。

つ
ぎ
は
日
本
医
学
会
が
学
問
的

に
そ
れ
ら
を
検
証
し
公
表
す
る

番
だ
ろ
う
。

　
協
会
は
、
医
の
倫
理
に
つ
い

て
、
特
に
戦
争
と
医
の
倫
理
に

つ
い
て
は
、
将
来
の
医
学
の
発

展
の
た
め
に
事
実
の
検
証
が
必

要
不
可
欠
で
あ
る
と
述
べ
て
き

た
。
そ
し
て
、
2
0
1
5
年
の

日
本
医
学
会
総
会
関
西
を
機

に
、
医
学
界
・
医
療
界
が
戦
争

に
加
担
し
た
歴
史
の
検
証
に
基

づ
き
、
日
本
の
医
の
倫
理
の
今

後
の
あ
り
方
を
多
面
的
に
深
め

る
企
画
を
行
う
予
定
だ
。
こ
の

企
画
を
と
お
し
て
、
人
種
、
性

別
、
年
齢
、
思
想
信
条
、
貧
富

な
ど
に
よ
る
差
別
を
し
な
い
、

人
権
が
守
ら
れ
る
医
療
が
確
立

さ
れ
、
そ
の
教
訓
を
も
っ
て
こ

れ
か
ら
の
ま
す
ま
す
の
医
学
の

発
展
、
医
学
の
社
会
貢
献
が
な

さ
れ
る
こ
と
を
強
く
希
望
す

る
。
我
々
も
こ
れ
を
機
会
に
、

日
常
行
っ
て
い
る
医
療
に
つ
い

て
、
も
う
一
度
考
え
て
み
て
は

ど
う
だ
ろ
う
か
。

さ
れ
、
そ
の
一
端
を
担
っ
た
人

た
ち
が
戦
後
の
医
学
界
に
お
い

て
指
導
的
地
位
に
つ
い
た
こ
と

で
、
反
省
や
検
証
を
す
る
こ
と

な
く
深
刻
な
モ
ラ
ル
の
低
下
を

き
た
し
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

　
一
方
、
日
本
と
は
対
照
的

に
、
ド
イ
ツ
で
は
ベ
ル
リ
ン
医

師
会
に
お
い
て
、「
過
去
の
克

服
」
が
医
学
・
医
療
の
領
域
で

も
進
め
ら
れ
て
き
た
。
戦
争
と

い
う
特
殊
な
環
境
下
で
は
あ
っ

た
も
の
の
、
当
時
の
日
本
の
医

学
界
は
、
こ
の
こ
と
を
ど
う
捉

え
て
い
た
か
？　
そ
し
て
現
代

に
生
き
る
我
々
医
師
・
医
学
者

は
70
年
以
上
前
の
事
実
に
ど
う

向
き
合
う
べ
き
か
を
真
摯
に
考

え
、
反
省
す
る
べ
き
こ
と
は
反

省
し
な
け
れ
ば
将
来
に
つ
な
が

ら
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
医
師
会

　
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
以

降
、
国
は
本
格
的
か
つ
着
実
に

新
自
由
主
義
改
革
と
し
て
の
社

会
保
障
制
度
改
革
を
進
め
て
い

る
。
4
月
23
日
か
ら
衆
院
厚
生

労
働
委
員
会
で
審
議
委
入
り
し

た
「
総
合
確
保
法
案
（
地
域
に

お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合

的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
案
）」
は
、
そ
の
衝
撃
的

な
一
歩
と
な
る
。

　
こ
れ
は
、
国
の
医
療
を
は
じ

め
社
会
保
障
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ

ニ
マ
ム
の
放
棄
、
地
方
自
治
体

へ
の
丸
投
げ
で
あ
り
、
都
道
府

県
を
軸
に
し
た
数

値
目
標
達
成
型
の

医
療
費
管
理
・
適

正
化
（
抑
制
）
政

策
を
追
求
し
た
小

泉
医
療
制
度
構
造

改
革
路
線
の
多
面

的
展
開
を
意
図
す

る
も
の
で
あ
る
。

　
同
時
に
、
こ
れ

ら
が
医
療
・
介
護

に
か
か
る
給
付
抑

制
を
志
向
し
て
い

る
に
と
ど
ま
ら

ず
、
一
方
で
安
倍

政
権
の
成
長
戦
略

総合確保法は廃案にせよ
あらゆる混合診療解禁に反対する

の
要
に
位
置
付
け
ら
れ
た
「
医

療
・
介
護
の
産
業
化
」
路
線
と

絡
ん
で
推
進
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
も
注
視
が
必
要
で
あ
る
。
医

療
・
介
護
の
産
業
化
に
関
し
て

は
、
混
合
診
療
本
格
解
禁
に
安

倍
首
相
自
身
も
乗
り
出
し
て
、

強
力
に
推
進
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
医
療
・
介
護
の
産
業
化
と

は
、
そ
の
仕
組
み
を
民
間
営
利

企
業
が
利
潤
を
あ
げ
う
る
も
の

に
大
転
換
す
る
こ
と
で
あ
る
。

混
合
診
療
の
解
禁
が
そ
の
前
提

と
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
協
会
は
、
総
合
確
保
法
に
関

し
、「
団
塊
世
代
が
も
っ
と
も

医
療
・
介
護
を
必
要
と
す
る
時

期
に
狙
い
を
定
め
て
入
院
を
中

心
と
す
る
医
療
、
施
設
入
所
を

中
心
と
す
る
介
護
、
そ
れ
ぞ
れ

の
サ
ー
ビ
ス
を
抑
制
・
削
減

し
、結
果
と
し
て
『
入
院
難
民
』

『
介
護
難
民
』『
看
取
り
難
民
』

を
生
む
も
の
だ
」と
批
判
し
、総

合
確
保
法
の
廃
案
を
求
め
る
会

員
署
名
を
提
起
。
混
合
診
療
解

禁
に
関
し
て
も
、
規
制
改
革
会

議
が
ぶ
ち
あ
げ
た
選
択
療
養
を

は
じ
め
、
い
か
な
る
形
の
混
合

診
療
解
禁
も
医
療
者
は
許
さ
な

い
と
署
名
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
第
一
次
署
名
と
し
て
総
合
確

保
法
廃
案
で
1
7
2
筆
、
混
合

診
療
解
禁
反
対
で
1
8
8
筆
を

4
月
24
日
の
国
会
議
員
要
請
行

動
で
国
・
京
都
選
出
議
員
ら
に

提
出
し
て
い
る
が
、
今
号
付
録

と
し
て
あ
ら
た
め
て
送
付
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。
つ
い
て
は
、

ま
だ
署
名
さ
れ
て
い
な
い
会
員

各
位
の
協
力
を
お
願
い
し
た
い
。

　
2
0
1
4
年
診
療
報
酬
改

定
で
は
、
在
宅
時
医
学
総
合
管

理
料
等
に
「
同
一
建
物
居
住
者

の
場
合
」
が
新
設
さ
れ
、
点
数

は
従
来
の
お
よ
そ
4
分
の
1
ま

で
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、

在
宅
患
者
訪
問
診
療
料
の
「
同

一
建
物
居
住
者
の
場
合
」
の
点

数
は
2
分
の
1
に
引
き
下
げ
ら

れ
、
さ
ら
に
は
「
同
一
建
物
居

住
者
の
場
合
」
の
算
定
に
あ
た

り
、
別
紙
様
式
14
（
14
年
3
月

28
日
付
通
知
）
を
レ
セ
プ
ト
に

添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

　
本
様
式
は
、
毎
月
、
患
者
ご

と
に
日
数
分
（
例
え
ば
1
日
に

同
一
建
物
に
住
む
患
者
10
人
を

訪
問
診
療
し
た
場
合
は
10
枚
）

添
付
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の

作
業
に
は
膨
大
な
時
間
と
労
力

が
か
か
る
。
記
載
す
る
内
容
も

明
確
で
な
い
ほ
か
、
電
子
請
求

を
行
う
医
療
機
関
で
の
添
付
方

法
も
、
判
明
し
た
の
は
4
月
23

日
と
い
う
遅
す
ぎ
る
対
応
で
、

煩
雑
か
つ
ず
さ
ん
極
ま
り
な
い

と
言
え
る
。
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
当
該
患
者
の
レ
セ
プ
ト
に

他
の
患
者
の
情
況
を
添
付
す
る

こ
と
は
個
人
情
報
保
護
の
観
点

か
ら
も
問
題
が
あ
り
、
現
場
は

混
乱
、
困
惑
し
て
い
る
。

　
協
会
が
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー

ト
（
第
2
8
8
1
号
既
報
）
で

は
、
患
者
紹
介
ビ
ジ
ネ
ス
を
悪

用
す
る
な
ど
の
不
適
切
な
事
例

に
加
担
す
る
医
療
機
関
は
1
件

も
な
か
っ
た
。
極
め
て
稀
な
医

療
機
関
の
不
適
切
な
対
応
に
よ

り
、
ま
じ
め
に
在
宅
医
療
に
取

り
組
む
大
多
数
の
医
療
機
関
を

も
巻
き
込
ん
で
経
済
的
、
事
務

的
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
課
す
よ
う
な

仕
組
み
は
、
真
に
不
適
切
な
改

定
で
あ
り
、
在
宅
医
療
の
崩
壊

に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
①
在
宅

患
者
訪
問
診
療
料
「
同
一
建
物

居
住
者
の
場
合
」
の
算
定
に
お

け
る
「
別
紙
様
式
14
」
の
添
付

を
求
め
る
こ
と
を
即
時
や
め
る

こ
と
②
患
者
一
人
ひ
と
り
に
在

宅
療
養
計
画
を
作
成
し
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
総
合
的
に
管
理
す

る
こ
と
を
評
価
さ
れ
た
点
数
で

あ
る
、
在
宅
時
医
学
総
合
管
理

料
お
よ
び
特
定
施
設
入
居
時
等

医
学
総
合
管
理
料
に
お
い
て
、

患
者
の
居
住
の
場
に
よ
っ
て
点

数
差
を
設
け
な
い
こ
と　
を

要
望
す
る
会
員
署
名
を
呼
び
か

け
、
1
4
5
筆
を
4
月
22
日
付

で
厚
生
労
働
大
臣
お
よ
び
中
医

協
委
員
等
に
送
付
し
た
。
ご
協

力
い
た
だ
い
た
会
員
各
位
に
お

礼
申
し
上
げ
る
。

訪問診療料

別
紙
様
式
14
添
付
の
廃
止
求
め

厚
労
大
臣
ら
に
署
名
提
出

厚
労
省
審
議
官
に
署
名
を
手
渡
す
飯
田
理
事
ら

　
会
員
か
ら
の
随
筆
等
1

0
0
0
字
程
度
で
の
投
稿

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
ど
ん
な
テ
ー
マ
で
も
結

構
で
す
。
多
く
の
先
生
方

の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

　
締
切
は
7
月
7
日（
月
）

特集号
への

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
ど
ん
な
テ
ー
マ
で
も
結

構
で
す
。
多
く
の
先
生
方

の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

　
締
切
は

特集号
への銷夏 会員の

投稿募集

2 0 1 4 年 (平成 2 6 年) 5 月 5 日 第 2 8 9 2 号京 都 保 険 医 新 聞 毎月 5日･20日･25日発行( 1 )

メディカルページ http://www.healthnet.jp　保険医専用サイト http://www.hokeni.jp（ユーザー名・パスワードとも kyohoi)　メールアドレス info@hokeni.jp

主な内容

14
診
療
報
酬
改
定
こ
う
み
る
④（
外
科
・
整
形
外
科
） 

（
2
面
）

地
区
医
師
会
と
の
懇
談（
与
謝
・
北
丹
） 

（
3
面
）

特
定
秘
密
保
護
法
で
代
議
員
ア
ン
ケ
ー
ト 

（
4
面
）



外
　
科 

副
理
事
長　

林
　
一
資

整
形
外
科 

保
険
部
会
理
事　

田
中 

伸
明

減
点
に
な
っ
た
手
術
が
81

士
気
低
下
・
勤
務
医
負
担
増

在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料
の

引
き
下
げ
は
治
療
の
軽
視
！

　
今
次
改
定
の
手
術
点
数
は
厳

し
い
も
の
と
な
っ
た
。
厚
労
省

は
、
外
科
系
学
会
社
会
保
険
委

員
会
連
合
の
試
案
第
8
・
2
版

に
お
い
て
、
試
案
第
8
版
と
比

較
し
て
、
相
当
程
度
人
件
費
の

増
加
お
よ
び
減
少
が
認
め
ら
れ

た
手
術
を
対
象
と
し
て
、
材
料

に
係
る
費
用
の
占
め
る
割
合
に

も
配
慮
し
つ
つ
見
直
し
を
行
っ

た
と
し
て
い
る
。
増
点
さ
れ
た

手
術
は
19
に
と
ど
ま
り
、
減
点

さ
れ
た
手
術
は
81
に
及
ん
だ
。

消
費
税
増
税
に
よ
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
材
料
を
使
用
す
る
手
術
に

お
い
て
材
料
費
に
係
る
消
費
税

増
税
分
は
重
く
、
そ
の
部
分
が

考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
問

題
と
い
え
る
。

　
新
た
に
保
険
導
入
さ
れ
た
手

術
は
49
項
目
で
、
施
設
基
準
が

必
要
な
手
術
が
29
項
目
追
加
さ

れ
た
。
組
織
拡
張
器
に
よ
る
再

建
手
術
の
1
．
乳
房
（
再
建
手

術
）
の
場
合
や
ゲ
ル
充
填
人
工

乳
房
を
用
い
た
乳
房
再
建
術
な

ど
が
、
診
療
所
で
も
届
出
可
能

と
し
て
追
加
さ
れ
た
。
複
数
手

術
の
取
扱
い
に
追
加
さ
れ
た
手

術
が
31
項
目
で
認
め
ら
れ
た
。

一
方
、
帝
王
切
開
術
が
2
千
点

下
げ
ら
れ
た
。
手
術
点
数
は
手

術
時
間
と
技
術
度
で
人
件
費
を

　
整
形
外
科
に
関
す
る
今
次
改

定
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　
在
宅
患
者
訪
問
褥
瘡
管
理
指

導
料
が
新
設
さ
れ
た
。
7
5
0

点
。
重
点
的
な
褥
瘡
管
理
が
必

要
な
患
者
に
対
し
医
師
、
管
理

栄
養
士
、
看
護
師
が
共
同
し
て

褥
瘡
管
理
に
関
す
る
計
画
的
な

指
導
管
理
を
行
っ
た
場
合
に
算

定
す
る
。

　
在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料

が
1
以
外
の
場
合（
8
2
0
点
）

の
点
数
が
自
己
注
射
の
総
回
数

に
応
じ
た
四
つ
に
区
分
さ
れ
、

引
き
下
げ
ら
れ
た
。
月
3
回
以

下
1
0
0
点
、
月
4
回
以
上
1

9
0
点
、
月
8
回
以
上
2
9
0

点
、
月
28
回
以
上
8
1
0
点
。

導
入
初
期
加
算
が
3
カ
月
を
限

度
に
算
定
可
能
。
5
0
0
点
。

　
リ
ウ
マ
ト
イ
ド
因
子（
Ｒ
Ａ
）

半
定
量
に
関
し
て
は
他
の
検
査

で
代
替
で
き
な
い
理
由
を
レ
セ

プ
ト
に
記
載
す
る
必
要
が
あ

る
。
N
T
X
算
定
の
際
は
前

回
算
定
日
を
レ
セ
プ
ト
摘
要
欄

に
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
電
子
画
像
管
理
加
算
の
対
象

は
デ
ジ
タ
ル
撮
影
し
た
画
像
で

あ
り
、
ア
ナ
ロ
グ
撮
影
し
た
画

像
を
デ
ジ
タ
ル
処
理
し
て
管
理

保
存
し
た
場
合
は
算
定
で
き
な

い
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
た
（
Ｃ

Ｒ
法
は
デ
ジ
タ
ル
撮
影
に
該
当

す
る
）。

　
Ｊ
0
0
0
創
傷
処
置
の
6
0

算
定
、
材
料
費
用
を
考
慮
し
評

価
さ
れ
る
。
医
療
機
器
が
進
化

し
手
術
時
間
の
短
縮
は
よ
い

が
、
医
師
の
負
担
が
比
例
的
に

減
少
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
技

術
度
も
患
者
の
状
態
に
よ
り
変

化
す
る
。
手
術
時
間
と
技
術
度

に
よ
る
評
価
は
必
要
で
は
あ
る

が
、
さ
ら
に
客
観
的
な
評
価
基

準
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思

う
。
ま
た
、
手
術
の
休
日
・
時

間
外
・
深
夜
加
算
「
1
」
が
新

設
さ
れ
た
が
、
厳
し
い
施
設
基

準
が
必
要
で
あ
り
、
大
病
院
で

し
か
算
定
は
難
し
い
。

　
診
療
所
で
汎
用
さ
れ
る
手
術

料
は
前
回
同
様
、
お
お
む
ね
据

え
置
か
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
診

療
所
の
医
師
の
志
気
を
失
く

し
、
結
果
と
し
て
病
院
勤
務
医

の
負
担
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に

な
り
は
し
な
い
か
と
危
惧
を
抱

い
て
し
ま
う
。

　
創
傷
処
理
と
小
児
創
傷
処
理

の
「
筋
肉
、
臓
器
に
達
す
る
も

の
」
に
つ
い
て
、
単
に
創
傷
の

深
さ
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、

筋
肉
、
臓
器
に
な
ん
ら
か
の
処

理
を
行
っ
た
場
合
を
指
す
こ
と

が
明
記
さ
れ
た
。

　
胃
瘻
造
設
術
が
4
千
点
引
き

下
げ
ら
れ
、
実
施
件
数
等
に
関

す
る
施
設
基
準
が
新
設
さ
れ
、

基
準
を
満
た
せ
な
い
場
合
は
所

定
点
数
の
1
0
0
分
の
80
で
算

定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
15
年

3
月
31
日
ま
で
は
算
定
可
）。

胃
瘻
閉
鎖
術
は
開
腹
や
腹
腔
鏡

に
よ
る
操
作
等
を
と
も
な
う
胃

瘻
閉
鎖
を
行
っ
た
場
合
に
算

定
。
別
に
、
開
腹
や
腹
腔
鏡
に

よ
る
操
作
で
は
な
く
、
胃
瘻
カ

テ
ー
テ
ル
を
抜
去
し
て
閉
鎖
し

た
場
合
に
算
定
す
る
胃
瘻
抜
去

術
が
新
設
さ
れ
た
。「
安
易
」

な
胃
瘻
造
設
へ
の
制
限
と
考
え

ら
れ
る
。

　
手
術
は
医
学
・
医
療
の
進
歩

が
保
険
診
療
に
反
映
さ
れ
る
上

で
、
最
も
目
に
見
え
る
部
分
で

あ
る
。
確
立
さ
れ
た
医
療
で
あ

れ
ば
、
な
る
べ
く
早
い
診
療
報

酬
へ
の
反
映
を
期
待
し
た
い
も

の
で
あ
る
。

　社会保険診療提要2014年４月１日改定版
を、４月30日から５月１日にかけて、会員
各位へお送りしました。５月２日には、お届
けを完了しています。ご確認下さい。

『社会保険診療提要』を
発送しました！

　
協
会
は
4
月
22
日
、「
3
0

0
0
㎡
未
満
の
有
床
診
療
所
に

対
す
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備

設
置
に
つ
い
て
慎
重
な
審
議
を

求
め
る
要
望
」
を
、
新
藤
義
孝

総
務
大
臣
、
総
務
省
消
防
庁
・

有
床
診
療
所
・
病
院
火
災
対
策

検
討
部
会
の
室
﨑
益
輝
部
会
長

ら
に
送
付
し
た
。

　
総
務
省
消
防
庁
に
設
置
さ
れ

た
「
有
床
診
療
所
・
病
院
火
災

対
策
検
討
部
会
」
は
、
去
る
13

年
10
月
11
日
に
福
岡
市
の
有
床

診
療
所
に
お
い
て
発
生
し
た
火

災
を
受
け
て
、
こ
れ
ま
で
ス
プ

リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
設
置
義
務

が
な
か
っ
た
3
0
0
0
㎡
未
満

の
有
床
診
療
所
等
へ
の
設
置
義

務
化
等
を
検
討
し
て
い
る
。
同

部
会
は
、
13
年
11
月
7
日
の
第

1
回
か
ら
、
こ
れ
ま
で
4
回
開

催
さ
れ
、
3
0
0
0
㎡
未
満
の

有
床
診
療
所
に
つ
い
て
は
、
入

院
が
常
態
化
し
て
い
な
い
施
設

や
、
職
員
に
よ
る
一
定
の
支
援

が
あ
れ
ば
入
院
患
者
が
避
難
で

き
る
と
想
定
さ
れ
る
（
産
科
・

産
婦
人
科
、
眼
科
、
耳
鼻
咽
喉

科
、
皮
膚
科
ま
た
は
歯
科
の
み

を
標
榜
す
る
）
施
設
を
除
い
て

設
置
義
務
化
の
方
向
で
検
討
を

進
め
て
い
る
。

　
要
望
書
で
協
会
は
、
①
13
年

の
福
岡
市
の
有
床
診
療
所
に
お

い
て
発
生
し
た
火
災
等
が
、
ス

プ
リ
ン
ク
ラ
ー
の
設
置
に
よ
り

防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
結

論
付
け
て
か
ら
、
病
床
の
あ
る

全
て
の
医
療
機
関
に
一
律
に
ス

プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
設
置
の
義

務
化
を
検
討
す
る
こ
と
②
ス
プ

リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
設
置
の
要
不

要
の
線
引
き
を
行
う
に
あ
た
っ

て
は
、
入
院
患
者
数
と
診
療
科

（
除
外
対
象
を
5
診
療
科
の
み

に
限
定
す
る
こ
と
）
に
よ
っ
て

の
み
行
う
の
で
は
な
く
、
患
者

慎
重
な
審
議
求
め
る
要
望
書
を
提
出

 

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
義
務
化
検
討
で

血
管
理
体
制
加
算
が
新
設
さ
れ

た
。
施
設
基
準
に
適
合
し
て
い

る
こ
と
を
地
方
厚
生
局
に
届
出

た
場
合
に
50
点
を
所
定
点
数
に

加
算
す
る
。

　
神
経
ブ
ロ
ッ
ク
と
同
時
に
行

わ
れ
た
ト
リ
ガ
ー
ポ
イ
ン
ト
注

射
や
神
経
幹
内
注
射
は
部
位
に

か
か
わ
ら
ず
別
に
算
定
で
き
な

い
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
た
。

　
手
術
点
数
と
し
て
の
新
設
は

自
家
培
養
軟
骨
移
植
術
1
4
0

3
0
点
、
自
家
培
養
軟
骨
組
織

採
取
術
4
5
1
0
点
。
短
期
滞

在
手
術
等
基
本
料
3
の
対
象
が

拡
大
さ
れ
た
。
整
形
領
域
で
は

関
節
鏡
下
手
根
管
開
放
手
術
が

こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

　
今
回
の
改
定
で
は
整
形
外
科

関
連
領
域
で
は
目
立
っ
た
も
の

の
救
護
区
分
や
配
置
ス
タ
ッ
フ

数
等
、
よ
り
実
態
に
応
じ
た
基

準
を
設
け
る
な
ど
柔
軟
な
対
応

を
行
う
こ
と
③
補
助
金
制
度
を

充
実
さ
せ
、
経
営
状
態
の
悪
い

有
床
診
療
所
で
あ
っ
て
も
容
易

に
設
置
が
で
き
る
環
境
を
整

え
、
地
域
医
療
に
影
響
が
出
る

こ
と
が
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ

と
―
を
求
め
た
。

は
な
く
据
え
置
か
れ
た
感
じ
で

あ
る
。
し
か
し
、
在
宅
自
己
注

射
指
導
管
理
料
の
引
き
下
げ
は

リ
ウ
マ
チ
や
骨
粗
鬆
症
の
治
療

が
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
結
果
で

あ
り
許
し
が
た
い
。

0
0
㎠
以
上
、
Ｊ
0
0
1
熱
傷

処
置
3
0
0
0
㎠
以
上
6
0
0

0
㎠
未
満
、
6
0
0
0
㎠
以
上

に
つ
い
て
6
歳
未
満
の
乳
幼
児

の
加
算
50
点
が
新
設
さ
れ
た
。

　
局
所
院
圧
閉
鎖
処
置
が
局
所

院
圧
閉
鎖
処
置
（
入
院
）
と
名

称
変
更
さ
れ
、
局
所
院
圧
閉
鎖

処
置
（
入
院
外
）
が
新
設
さ
れ

た
。
対
象
疾
患
は
外
傷
性
裂
開

創
（
一
次
閉
鎖
が
不
可
能
な
も

の
）、
外
科
手
術
後
離
開
創
・

開
放
創
、
四
肢
切
断
端
開
放

創
、
デ
ブ
リ
ー
ド
マ
ン
後
皮
膚

欠
損
創
。

　
輸
血
で
は
貯
血
式
自
己
血
輸

分科会・ポスターセッション演題募集
第29回 保団連医療研究フォーラム 「食の安全と命の安心」

第652回 社会保険研究会

レセプト画面審査：最近の状況
講　師 医療法人社団 依田医院院長・
 京都府国民健康保険団体連合会 審査委員会会長
 依田 純三 氏
日　時  5 月31日 （土）午後 2 時～ 4 時
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
主　催 京都府保険医協会
 ※参加は無料、事前申込は不要です。
 ※日医生涯教育講座対象の研究会です。

〈依田先生からのメッセージ〉　この４月には消費税が増税となりましたが、同
時に診療報酬改定も行われました。従来からの損税は、財源不足を理由に今回
改定でも解消されていません。また最近数年は医療費上昇の抑制策として、レ
セプト審査が厳しさを増すばかりです。パソコンによる画面審査の導入は次第
に精緻さを増し、今では一次審査での点検チエック項目、縦覧・横覧の項目も
大幅に拡充しています。一次審査での単純な点検漏れが減ることは有難い反
面、規制改革会議等に機械審査強化による審査委員の裁量権を制限しようとす
る動きもあり、看過できません。現場医療における必要な医師裁量権を、適正
なレセプト審査を通じて守っていきたいと私は考えています。

日　程 9月13日 （土）～14日 （日）
場　所 札幌パークホテル
参加費 医師・歯科医師 8,000円、協会事務局 2,000円
 コ・メディカル、コ・デンタル 500円
分科会（発表 8 分、質疑 4 分）
  第１ 「在宅医療・介護」、第２ 「医科診療の研究と工

夫」、第３ 「歯科診療の研究と工夫」、第４ 「医科歯科
連携した研究と日常診療の工夫」、第５ 「公害、環境、
職業病」、第６ 「医学史、医療運動史、医療と裁判」

 ポスターセッション
応募締切　5 月31日（最終締切）
 ※ 発表の要旨を800字以上、1000字以内でご提出いただきま

す。詳細は協会事務局まで。

主　催 全国保険医団体連合会　　主　務　北海道保険医会

有床診療所懇談会

日　時  5 月29日 （木）午後 2 時～ 4 時
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
対　象 有床診療所の医師・職員
参加費 無料（会員医療機関に限る）

「有床診療所の入院料、
何が変わって、
何が変わっていないか
　14年度改定後の必要な取組み」 学習会

要申込
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Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平

洋
経
済
連
携
協
定
）

交
渉
は
2
月
の
閣
僚

会
議
で
も
合
意
に
至

ら
ず
、
な
お
隔
た
り

が
深
い
と
さ
れ
る

が
、
オ
バ
マ
米
国
大

統
領
の
来
日（
4
月

23
日
〜
25
日
）
を
機

に
政
治
決
着
す
る
こ

と
を
懸
念
し
て
各
地

で
反
対
運
動
が
展
開

さ
れ
た
。

　
協
会
は
3
月
8
日
、
与
謝
医

師
会
、
北
丹
医
師
会
と
の
懇
談

会
を
開
催
し
た
。
地
区
か
ら
9

人
、
協
会
か
ら
5
人
が
出
席
し

た
。
懇
談
会
は
与
謝
医
師
会
の

西
原
寛
常
務
理
事
の
司
会
で
進

行
し
、
与
謝
医
師
会
の
中
川
長

雄
会
長
と
協
会
の
垣
田
理
事
長

の
あ
い
さ
つ
の
後
、
協
会
か
ら

最
新
の
情
報
提
供
を
行
い
、
意

見
交
換
し
た
。

　
ま
ず
、
医
療
版
事
故
調
問
題

に
つ
い
て
、
協
会
の
医
師
賠
償

責
任
保
険
と
の
関
係
が
問
わ
れ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
協
会
が

第
三
者
機
関
に
な
れ
る
か
ど
う

か
で
あ
る
が
、
厚
生
労
働
省
令

の
定
め
が
は
っ
き
り
し
て
お
ら

ず
、
今
の
時
点
で
は
法
案
が
成

立
し
て
い
な
い
の
で
、
ど
こ
の

団
体
も
申
請
を
し
て
い
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
と
回
答
し
た
。

　
ま
た
、
昨
年
度
実
施
の
地
区

懇
談
会
ア
ン
ケ
ー
ト
「
窓
口
で

の
未
収
金
の
実
態
」
結
果
に
つ

い
て
、
患
者
か
ら
生
活
困
窮
で

支
払
い
が
困
難
だ
と
言
わ
れ
る

と
、
検
査
な
ど
を
躊
躇
し
て
し

ま
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
と
の
意
見

が
出
さ
れ
た
。

　
協
会
か
ら
は
、
健
康
保
険
問

題
で
医
師
が
苦
労
し
て
も
根
本

的
な
解
決
に
は
な
ら
ず
、
窓
口

負
担
を
取
ら
な
い
こ
と
は
違
法

行
為
に
な
り
、
診
療
を
拒
否
す

れ
ば
応
召
義
務
違
反
に
あ
た

る
。
患
者
に
は
早
く
行
政
に
相

談
す
る
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
す

る
こ
と
を
勧
め
た
。

　
他
に
も
未
収
金
の
回
収
は
ど

の
よ
う
に
し
て
い
る
の
か
と
の

意
見
も
寄
せ
ら
れ
、
自
院
の
取

り
組
み
状
況
に
つ
い
て
意
見
交

換
し
た
が
、
医
院
側
の
苦
労
が

窺
え
た
。
　

　
さ
ら
に
、
地
区
か
ら
国
お
よ

び
厚
生
労
働
省
の
「
2
0
2
5

年
地
域
医
療
ビ
ジ
ョ
ン
」
は
、

一
体
ど
の
よ
う
に
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
具
体
的
に
教
え
て

ほ
し
い
と
の
質
問
が
出
さ
れ

た
。
中
学
校
区
を
目
標
に
し
て

医
療
機
関
や
訪
問
看
護
の
目
標

値
を
具
体
的
に
挙
げ
、
校
区
内

で
す
べ
て
を
完
結
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
。
今
回
の
診
療
報
酬

改
定
で
初
め
て
主
治
医
機
能
を

評
価
し
た
と
さ
れ
る
地
域
包
括

診
療
料
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
で

も
、
こ
の
計
画
が
着
々
と
2
0

2
5
年
に
向
け
て
進
ん
で
い
る

こ
と
が
わ
か
り
、
危
惧
し
て
い

る
。
医
療
に
は
金
が
か
か
る
の

で
、
で
き
る
だ
け
介
護
に
回

し
、
看
取
り
ま
で
行
い
た
い
と

い
う
こ
と
だ
。
お
手
軽
に
何
で

も
あ
り
と
い
う
や
り
方
に
は
、

協
会
は
し
っ
か
り
と
異
議
を
唱

え
た
い
と
述
べ
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
、
診
療
報
酬

改
定
後
の
取
り
組
み
と

し
て
、今
回
、初
診
・
再

診
料
が
上
る
が
、
4
年

前
に
再
診
料
が
下
が
っ

た
時
の
患
者
・
診
療
所

の
動
向
は
ど
う
だ
っ
た

の
か
。
ま
た
、
今
次
改

定
で
ど
う
な
っ
た
か
な

ど
是
非
検
証
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
の
要
望
が

寄
せ
ら
れ
た
。

　
そ
の
他
、
規
約
に
協
会
顧
問

の
役
割
を
明
示
す
べ
き
で
は
な

い
か
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
に
お
け
る
ナ
ー
ス
の
採
血
・

注
射
の
あ
り
方
、
妊
婦
へ
の
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
接
種
の
是
非
な

ど
、
多
岐
に
わ
た
る
意
見
交
換

を
行
っ
た
。

　
最
後
に
北
丹
医
師
会
の
齊
藤

治
人
会
長
の
閉
会
あ
い
さ
つ
が

行
わ
れ
、
会
場
を
移
し
て
懇
親

を
深
め
た
。

　
2
0
1
4
年
2
月
11
日
、
京

大
基
礎
医
学
記
念
講
堂
が
完
成

し
記
念
式
典
が
行
わ
れ
た
。
翌

日
の
京
都
新
聞
は
そ
の
模
様
を

「
研
究
伝
え
る
資
料
館
誕
生
」

と
い
う
見
出
し
付
き
で
伝
え
て

い
る
。「
資
料
館
に
は
、設
立
当

初
か
ら
使
用
し
て
き
た
大
理
石

の
解
剖
台
や
大
正
時
代
の
心
電

計
の
実
物
を
は
じ
め
、
野
口
英

世
が
京
都
帝
大
か
ら
博
士
号
を

授
与
さ
れ
た
蛇
毒
に
関
す
る
論

文
や
、
戦
時
中
に
細
菌
兵
器
を

開
発
し
て
い
た

『
七
三
一
部
隊
』

へ
の
医
学
部
の

関
与
、
ｉ
Ｐ
Ｓ

（
人
工
多
能
性

幹
）
細
胞
の
作

製
に
成
功
し
た
山
中
伸
弥
教
授

の
研
究
段
階
の
議
論
が
分
か
る

資
料
が
並
ぶ
」
と
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
め
ざ
ま
し
い
研
究
成
果

の
歴
史
だ
け
で
な
く
、
戦
争
へ

加
担
し
た
と
い
う
負
の
遺
産
を

京
都
大
学
医
学
部
と
し
て
初
め

て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
注
目

に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
筆
者
も
記
念
式
典
に
参
加
し

た
が
、
日
本
医
学
会
総
会
2
0

1
5
関
西
会
頭
の
井
村
裕
夫
氏

は
、
日
本
の
医
学
医
療
の
未
来

を
切
り
開
く
た
め
に
は
過
去
に

学
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
あ

い
さ
つ
さ
れ
た
。
七
三
一
部
隊

に
代
表
さ
れ
る
十
五
年
戦
争
へ

の
加
担
の
問
題
は
、
終
戦
を
経

て
現
在
に
至
る
ま
で
日
本
政
府

も
医
学
界
も
公
式
に
認
め
て
こ

な
か
っ
た
歴
史
が
あ
る
。
こ
の

た
め
日
本
医
学
会
総
会
2
0
1

5
関
西
に
お
い
て
こ
の
問
題
を

正
式
に
取
り
上
げ
て
検
証
し
、

反
省
と
謝
罪
を
行
っ
て
は
ど
う

か
と
井
村
会
頭
に
は
申
し
入
れ

を
し
て
き
た
経
過
も
あ
っ
た
の

で
、
展
示
を
前
に
し
た
こ
の
発

言
は
真
摯
な
意
思
表
明
と
受
け

止
め
ら
れ
た
。
式
典
終
了
後

「
敬
意
を
表
し
ま
す
」
と
あ
い

さ
つ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
件
の
展
示
は
、
京
都
大
学
医

学
部
病
理
学
教
室
百
年
史
の
中

の
歴
代
教
授
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
で

清
野
謙
次
教
授
の
項
に
あ
る
石

井
部
隊（
51
頁
か
ら
）で
あ
る
。

同
58
頁
の
石
川
太
刀
雄
丸
（
金

沢
大
学
教
授
）に
よ
る
ペ
ス
ト

患
者
の
解
剖
（
ペ
ス
ト
菌
散
布

に
よ
っ
て
流
行
、1
9
4
0
年
）

の
記
載
は
省
か
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
「
我
が

国
の
国
策
に
従

い
、
ア
ジ
ア
諸

国
へ
の
侵
略
に

加
担
し
た
と
の

批
判
も
甘
ん
じ

て
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
」
と
い
う
、
京
都
大
学
医
学

部
創
立
百
周
年
記
念
式
典
（
1

9
9
9
年
12
月
12
日
）
に
お
け

る
本
庶
佑
医
学
部
長
（
当
時
）

の
あ
い
さ
つ
が
添
え
ら
れ
て
い

た
。
あ
る
い
は
、
こ
の
あ
い
さ

つ
を
収
め
て
い
る
写
真
集
「
近

衛
無
番
地
」（
2
0
0
4
年
2

月
6
日
）
所
収
の
「
残
念
な
こ

と
に
資
料
の
関
係
も
あ
り
、
京

都
大
学
医
学
部
と
戦
争
の
関
わ

り
に
つ
い
て
の
掘
り
下
げ
は
不

十
分
で
あ
る
」
と
い
う
同
医
学

部
長
の
言
葉
だ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。

　
資
料
館
の
紹
介
を
書
く
た
め

に
こ
の
こ
と
を
確
認
し
よ
う
と

4
月
11
日
に
資
料
館
を
再
訪
し

た
。
施
錠
さ
れ
た
地
下
の
資
料

館
に
入
っ
て
み
る
と
、
驚
い
た

こ
と
に
件
の
「
七
三
一
部
隊
」

へ
の
医
学
部
の
関
与
を
示
す
展

示
が
な
い
で
は
な
い
か
。
理
由

が
何
一
つ
説
明
さ
れ
て
い
な

い
。
新
聞
報
道
を
み
て
来
訪
し

た
人
は
困
惑
す
る
に
違
い
な

い
。
記
念
式
典
で
は
パ
ワ
ー
ポ

イ
ン
ト
で
も
紹
介
さ
れ
、
懇
親

会
で
は
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で
も
流

し
た
ら
ど
う
か
と
意
見
も
あ
っ

た
展
示
で
あ
る
。
そ
の
一
部
が

こ
っ
そ
り
撤
去
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
情
け
な
い
と
し
か
言

い
よ
う
が
な
い
が
、
京
都
大
学

医
学
部
事
務
局
に
電
話
で
予
約

し
て
お
け
ば
資
料
館
を
見
せ
て

も
ら
え
る
の
で
、
会
員
諸
氏
も

足
を
運
ば
れ
て
み
て
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。

　
撤
去
さ
れ
た
内
容
は
記
憶
の

範
囲
で
し
か
再
現
で
き
な
い

が
、
上
述
し
た
資
料
は
協
会
に

あ
る
の
で
、
ご
一
報
い
た
だ
け

れ
ば
提
供
し
た
い
。

　（
政
策
部
会
理
事
・
　

 

吉
中 

丈
志
）

せ
た
異
例
の
共
同
声
明
に
も

「
前
進
す
る
道
筋
を
特
定
」
と

記
す
に
と
ど
ま
っ
た
。
両
国
と

も
国
内
の
反
発
を
恐
れ
て
の
先

送
り
で
あ
り
、
今
後
は
交
渉
撤

退
に
向
け
た
世
論
形
成
を
更
に

進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
3
月
30
日
に
は
、
東
京
・
日

比
谷
野
外
音
楽
堂
で
大
雨
の

中
、
全
国
か
ら
1
2
0
0
人
が

集
結
し
て
「
も
う
や
め
よ
う
！

Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
3
・
30
大
行
動
」

を
開
催
。
集
会
後
は
銀
座
に
向

け
デ
モ
行
進
し
て
、
交
渉
中
止

を
訴
え
た
。
集
会
で
は
、
Ｔ
Ｐ

Ｐ
に
反
対
す
る
国
内
外
の
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
の
人
々
と
の
連
携

を
さ
ら
に
強
め
、「
秘
密
交
渉

の
ま
ま
国
会
決
議
に
反
す
る
合

意
や
め
よ
」「
国
内
外
の
一
握

り
の
大
企
業
の
利
益
の
み
に
奉

仕
す
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
は
や
め
よ

う
」
の
声
を
国
民
の
間
に
広
げ

て
、
交
渉
そ
の
も
の
を
や
め
さ

せ
る
ま
で
運
動
を
続
け
る
決
議

を
採
択
し
た
。

　
京
都
で
は
、
協
会
な
ど
で
構

成
す
る
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
反
対
京

都
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
、
4
月

17
日
に
四
条
烏
丸
で
緊
急
宣
伝

行
動
を
行
い
、
22
日
に
は
広
範

な
課
題
で
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
と

連
携
し
て
「
日
米
首
脳
へ
『
国

民
の
声
を
き
け
』
緊
急
行
動
」

を
京
都
市
役
所
前
で
開
催
。
協

会
の
渡
邉
副
理
事
長
が
、
公
共

の
利
益
よ
り
も
企
業
利
益
を
優

先
す
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
か
ら
の
撤
退
を

訴
え
た
。

　
し
か
し
、
今
回
の
日
米
首
脳

会
議
で
も
大
筋
合
意
に
至
ら

ず
、
離
日
直
前
ま
で
ず
れ
込
ま

14
人
が
出
席
し
て
開
催

し
た
与
謝
・
北
丹
医
師

会
と
の
懇
談

2
0
2
5
に
向
け
着
々
と
進
む
提
供
体
制
改
革
を
危
惧

与
謝
・
北
丹
医
師
会
と
懇
談

3
月
8
日
　
ホ
テ
ル
北
野
屋
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル

市役所前で皆保険守ろうと
市民に訴える渡邉副理事長

豪州や米国から連帯メッセージの
届いた東京・日比谷集会

米大統領来日前にTPP撤退訴え

京都でも緊急アピール行動

京
大
医
学
部
資
料
館
で

講　師 神田 浩史 氏（ＮＰＯ法人ＡＭネット理事）
日　時  5 月21日 （水） 午後６時30分～８時30分
場　所 コープイン京都 201号室
 （中京区柳馬場蛸薬師上ル）
 阪急烏丸駅、地下鉄四条駅
 （13番出口から）徒歩５分
主　催 ＴＰＰ参加反対京都ネットワーク
連絡先 京都府保険医協会
 ☎075-212-8877 FAX075-212-0707

いのちに関わるＴＰＰ
生活はどう変わる?

一般公開
学 習 会

水道まで売り渡すってどういうこと？！
参加無料

資
料
館
外
観

（
講
堂
の
概
要
資
料
よ
り
）
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特
定
秘
密
保
護
法
が
昨
年
12

月
6
日
に
強
行
採
決
さ
れ
た
。

世
論
調
査
で
は
、
成
立
後
も
反

対
51
％
、
賛
成
24
％
で
、
国
会

審
議
に
つ
い
て
「
不
十
分
」
が

76
％
、「
十
分
」
が
11
％
で
あ

り
、
成
立
に
賛
成
の
層
で
も
59

％
が
「
十
分
で
な
い
」
と
回
答

し
て
い
る
（
朝
日
）。
政
府
は

こ
う
し
た
国
民
の
不
安
に
こ
た

え
る
ど
こ
ろ
か
、
次
々
と
明
ら

か
に
な
る
法
の
不
備
に
つ
い
て

審
議
を
打
ち
切
る
か
た
ち
で
成

立
さ
せ
た
。
協
会
は
同
法
が
市

民
の
知
る
権
利
、
取
材
・
報
道

の
自
由
、
表
現
の
自
由
等
を
侵

害
し
、
民
主
主
義
を
破
壊
す
る

も
の
で
あ
り
、
医
療
機
関
に

と
っ
て
は
「
適
正
調
査
」
に
よ

り
患
者
の
病
歴
等
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
提
出
を
強
要
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
同
法
の
廃
止
を
求
め

る
取
組
を
継
続
し
て
行
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
同
法
に
つ
い
て

代
議
員
の
考
え
を
き
い
た
。

7
割
が
医
療
機
関
の

回
答
義
務
知
ら
ず

　
同
法
は
特
定
秘
密
を
取
り
扱

48
・
6
％
、「
患
者
の
基
本
的

人
権
を
優
先
す
べ
き
だ
」45
・

7
％
。
一
方
で
「
国
の
安
全
保

障
を
守
る
一
環
と
し
て
仕
方
な

い
」
も
20
・
0
％
あ
っ
た
。

（
図
2
）

情
報
な
く
民
主
主
義
が

機
能
し
な
く
な
る

　
同
法
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に

対
し
、
不
安
に
感
じ
る
こ
と

が
82
・
8
％
を
占
め
た
。「
こ

の
ま
ま
施
行
し
て
よ
い
」
と

「（
そ
の
他
）
さ
ら
に
強
化
す
べ

き
」
と
す
る
意
見
が
そ
れ
ぞ
れ

1
人（
2・9
％
）ず
つ
あ
っ
た
。

修
正
ま
た
は
法
整
備
に
つ
い
て

「
米
国
並
み
の
公
文
書
公
開
」

「
外
交
以
外
の
情
報
を
秘
密
と

し
な
い
法
制
定
」
と
い
う
具
体

的
意
見
が
あ
っ
た
。（
図
4
）

精
神
神
経
学
会
が

秘
密
保
護
法
に
反
対

　
特
定
秘
密
保
護
法
の
「
適
正

評
価
」
に
対
し
、
日
本
精
神
神

経
学
会
は
3
月
15
日
に
反
対
見

解
を
発
表
し
た
。
同
法
の
適
正

評
価
制
度
は
▽
精
神
疾
患
、
精

神
障
害
に
対
す
る
偏
見
、
差
別

を
助
長
し
、
基
本
的
人
権
を
侵

害
▽
守
秘
義
務
を
破
壊
▽
精
神

科
医
療
全
体
が
監
視
対
象
に
な

る
危
険
性
が
高
い
―
な
ど
と
訴

え
た
。

　
特
定
秘
密
保
護
法
の
廃
止
を

求
め
る
意
見
書
が
、
全
国
の
市

町
村
議
会
で
続
々
と
可
決
さ
れ

て
い
る
。

　
朝
日
新
聞
報
道（
4
月
6
日
）

で
は
1
0
8
議
会
と
さ
れ
、
こ

の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
が
京

都
府
内
で
は
、
向
日
市
が
「
撤

廃
を
求
め
る
」、宇
治
市
が「
施

行
を
し
な
い
こ
と
を
求
め
る
」

意
見
書
を
そ
れ
ぞ
れ
3
月
議
会

で
可
決
し
て
い
る
。

向日市や宇治市などが
秘密保護法に意見書

　
ま
た
、
昨
年
12
月
の
強
行
成

立
を
受
け
た
直
後
に
も
、
長
岡

京
市
が
「
強
行
採
決
に
抗
議
」、

城
陽
市
が
「
慎
重
審
議
を
求
め

る
」、
大
山
崎
町
が
「
慎
重
な

対
応
を
求
め
る
」、
木
津
川
市

が
「
十
分
な
説
明
と
整
備
を
求

め
る
」
意
見
書
を
、
宇
治
市
が

「
強
行
採
決
に
抗
議
し
、
慎
重

審
議
を
求
め
る
」
決
議
を
そ
れ

ぞ
れ
可
決
し
て
い
る
。

向
日
市
、
長
岡
京
市
が

集
団
的
自
衛
権
で
意
見

　
さ
ら
に
、
安
倍
政
権
の
進
め

る
集
団
的
自
衛
権
の
容
認
に
つ

い
て
も
、
向
日
市
が
「
集
団
的

自
衛
権
行
使
の
安
易
な
容
認
を

行
わ
な
い
こ
と
を
求
め
る
」、

長
岡
京
市
が
「
国
の
最
高
法
規

の
憲
法
を
、
時
の
内
閣
で
解
釈

改
憲
で
き
な
い
こ
と
の
確
認
を

求
め
る
」
意
見
書
を
3
月
議
会

で
可
決
し
、
国
政
に
意
思
表
明

を
行
っ
て
い
る
。

う
該
当
者
に「
適
正
評
価
」（
薬

物
の
濫
用
及
び
影
響
、
精
神
疾

患
、
飲
酒
等
含
む
）
を
実
施
す

る
と
規
定
し
、
医
療
機
関
に
は

病
歴
を
当
局
に
回
答
す
る
義
務

が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
法

案
審
議
の
終
盤
に
明
ら
か
に

な
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
を
「
知

ら
な
か
っ
た
」は
71
・
4
％
で
、

「
知
っ
て
い
た
」
28
・
6
％
を

大
き
く
上
回
っ
た
。（
図
1
）

患
者
と
の
信
頼
関
係
を

壊
す
懸
念

　
前
問
の
適
正
評
価
と
情
報
提

供
義
務
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る

か
に
つ
い
て
、「
患
者
と
医
療

者
の
信
頼
関
係
を
壊
す
懸
念
」

は
、「
民
主
主
義
が
機
能
す
る

た
め
に
必
要
な
情
報
が
公
開
さ

れ
な
い
」
65
・
7
％
、「
知
ら

な
い
う
ち
に
特
定
秘
密
に
関
わ

り
罪
に
問
わ
れ
か
ね
な
い
」

48
・
6
％
、「
特
に
な
い
」
は

8
・
6
％
だ
っ
た
。（
図
3
）

8
割
超
が
こ
の
ま
ま

施
行
す
べ
き
で
な
い

　
同
法
の
今
後
に
つ
い
て
、「
修

正
ま
た
は
法
整
備
必
要
」
が

45
・
7
％
、「
廃
止
す
べ
き
」が

37
・
1
％
と
「
こ
の
ま
ま
施
行

す
べ
き
で
な
い
」
と
い
う
意
見

集団的自衛権でも続々と

代議員月例
アンケート80

対
象
者
＝
代
議
員
92
人　

回
答
数
＝
35
（
回
答
率
38
％
）

調
査
期
間
＝
2
0
1
4
年
3
月
末
〜
4
月
15
日

特
定
秘
密
保
護
法
に
つ
い
て

知っている
28.6％

知らなかった
71.4％

その他 2.9％このまま施行 2.9％
わからない
11.4％

廃止すべき
37.1％

修正または
法整備 45.7％

5.7％
14.3％

8.6％

48.6％

65.7％
民主主義が機能する
ために必要な情報が

公開されない
知らないうちに特定
秘密に関わり罪に問

われかねない
特にない

わからない
その他

8.6％
17.1％

20.0％

45.7％

48.6％患者と医療者の信頼
関係を壊す懸念

患者の基本的人権を
優先すべきだ

国の安全保障を守る
一環として仕方ない

わからない
その他

図 1 適正評価の回答義務について

図 4 法の今後について

図 2 適正評価と情報提供義務について

図 3 不安に感じることについて

日　時  5 月14日 （水）午後２時～４時30分
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ
 烏丸蛸薬師上ル西側カーニープレイス四条烏丸６階

内　容 第１部 どうやってるの？
  気になる他院の労務管理
  （経験豊富な特定社労士からの情報提供）
 第２部 ミーミーサロン（極上のスイーツと参加者交流）
参加費 1,500円（協会の会員・奥様）　3,000円（非会員）

Salon de Mimi

日　時 5 月15日 （木）午後２時～４時
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ
講　師 山口　稔 税理士
内　容 記帳の基本：金銭出納帳、銀行帳の作成、記帳練習
持ち物 筆記用具、電卓　　協　賛　有限会社アミス
 　　　 ※白色申告者も2014年１月から記帳が義務化されています

日　時 5 月18日 （日）午後２時～５時
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ
内　容 ①「雇われる立場」 から 「雇う立場」 へ
 　― 始めが肝心！スタッフ雇用の留意点 ―
 　株式会社ひろせ総研
 　経営コンサルタント・特定社会保険労務士　河原 義徳 氏
 ②先輩開業医からのアドバイス
 　たばた皮フ科クリニック　院長　田端 康一 氏
 ③地区医師会への入会・保険医協会の共済制度について
参加費 会員：無料　非会員：2,000円　　共　催　有限会社アミス

協会事務局 ☎075-212-8877 FAX075-212-0707
お申込み・お問い合わせ

経営内容の把握は正確な記帳から

要申込

お楽しみが
いっぱい

新規開業支援は京都府保険医協会にお任せください!!

院長夫人のための医業経営情報交流カフェ
ミーミーサロン スタートします！

記 帳 講 習 会

新規開業予定者のための講習会

医療安全担当者交流会

日　程 6月28日 （土）午後２時～
場　所 京都府保険医協会・会議室
話題提供　先をみすえた不利にならない対応 ― ここだけの話（仮）
講　師 京都中央法律事務所　福山 勝紀 弁護士

準備の都合上、参加者の医療機関名、氏名、連
絡先を（FAX075-212-8877）でご一報下さい。
日頃のご苦労や工夫など、参加者からも積極的
なご発言を通して、交流を深めましょう。

奮って
ご参加下さい

「クラリネットの魅力」
日　時 6 月21日 （土）
 午後６時30分～８時（開場：午後６時）
場　所 ル・クラブ・ジャズ
 （中京区三条御幸町西北角　ありもとビル２階、☎075-211-5800）

参加費 5,000円（フリードリンク・軽食付）、要申込・定員40人
 ※終了後セッションタイムあり
 　（８時以降セッションタイムの飲食代は各自負担となります）
 　楽器を演奏される方はご持参下さい。
 ※駐車スペースはありませんので、公共交通機関をご利用下さい。
主　催 京都府保険医協会　　協　賛　有限会社アミス

ジャズを楽しむ会文化企画 ジャズを楽しむ会ジャズを楽しむ会

2 0 1 4 年 (平成 2 6 年) 5 月 5 日第 2 8 9 2 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 4 )毎月 5日･20日･25日発行



　
Ｑ
、
在
宅
自
己
注
射
指
導
管

理
料
に
導
入
初
期
加
算
（
5
0

0
点
）
が
新
設
さ
れ
、
新
た
に

在
宅
自
己
注
射
を
導
入
し
た
患

者
さ
ん
に
対
し
、
初
回
の
指
導

を
行
っ
た
月
か
ら
3
カ
月
以
内

の
間
、
導
入
初
期
加
算
が
算
定

で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

今
年
の
3
月
以
前
か
ら
在
宅
自

己
注
射
を
行
っ
て
い
る
患
者
さ

ん
に
は
算
定
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
か
。

　
Ａ
、
在
宅
自
己
注
射
指
導
管

理
料
「
2　
1
以
外
の
場
合
」

の
「
イ
（
1
0
0
点
）」〜「
ハ

（
2
9
0
点
）」
を
算
定
す
る

患
者
に
か
ぎ
り
、
2
0
1
4
年

6
月
30
日
ま
で
の
間
、
新
た
に

導
入
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、

導
入
初
期
加
算
が
算
定
で
き
ま

す
。

（
50
歳
代
前
半
男
性
）

〈
事
故
の
概
要
と
経
過
〉

　
右
季
肋
部
痛
・
嘔
吐
が
あ

り
、
そ
の
2
日
後
に
当
該
医
療

機
関
の
内
科
を
受
診
。
黄
疸
・

右
季
肋
部
圧
痛
を
認
め
、
血
液

検
査
で
総
ビ
リ
ル
ビ
ン
が
10
、

腹
部
エ
コ
ー
検
査
で
胆
嚢
・
総

胆
管
拡
張
を
認
め
た
た
め
、
後

日
精
査
加
療
目
的
で
入
院
と

な
っ
た
。
診
断
と
減
黄
目
的
に

内
視
鏡
的
逆
行
性
胆
管
膵
管
造

影
（
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｐ
）・
内
視
鏡
的

経
鼻
胆
道
ド
レ
ナ
ー
ジ
（
Ｅ
Ｎ

Ｂ
Ｄ
）
を
施
行
。
ド
レ
ナ
ー
ジ

チ
ュ
ー
ブ
は
末
梢
の
胆
管
ま
で

ス
ム
ー
ズ
に
挿
入
し
、
胆
汁
も

返
っ
て
き
た
こ
と
を
確
認
。
30

分
程
度
で
処
置
は
終
了
し
、
特

に
問
題
は
な
か
っ
た
。
検
査
の

結
果
、
総
胆
管
結
石
、
あ
る
い

は
胆
管
癌
が
疑
わ
れ
た
。
処
置

後
よ
り
心
窩
部
痛
を
認
め
、
諸

血
液
生
化
学
デ
ー
タ
よ
り
急
性

膵
炎
と
診
断
し
、
抗
プ
ロ
テ

ア
ー
ゼ
剤
、
抗
生
剤
に
よ
る
治

療
を
開
始
し
た
。
そ
の
後
、
膵

炎
増
悪
を
認
め
た
た
め
、
原
因

が
Ｅ
Ｎ
Ｂ
Ｄ
チ
ュ
ー
ブ
留
置
に

よ
る
膵
液
排
泄
障
害
と
判
断

し
、
Ｅ
Ｎ
Ｂ
Ｄ
チ
ュ
ー
ブ
を
抜

去
す
る
も
総
ビ
リ
ル
ビ
ン
が
13

　
医
療
や
福
祉
を
め
ぐ
っ
て
不
適

切
な
問
題
が
起
き
た
と
き
、
行
政

の
対
処
法
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。

　
大
き
く
分
け
る
と
、
①
問
題
の

あ
る
医
療
機
関
へ
の
指
導
監
督
や

処
分
な
ど
、
個
別
の
対
処
を
強
め

る
②
新
た
な
法
的
規
制
を
行
う
③

診
療
点
数
の
変
更
な
ど
で
経
済
誘

導
す
る
――
の
三
つ
だ
ろ
う
。

　
今
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
で
論

議
を
呼
ん
だ
こ
と
の
一
つ
は
、
訪

問
診
療
の
点
数
設
定
で
あ
る
。

　
在
宅
患
者
訪
問
診
療
料
（
1
日

あ
た
り
）
は
、
単
独
の
訪
問
で
8

3
3
点
（
従
来
8
3
0
点
）。
一

方
、
同
じ
日
に
同
じ
施
設
・
建
物

の
複
数
の
患
者
を
診
た
場
合
は
、

特
養
ホ
ー
ム
な
ど
の
特
定
施
設
で

2
0
3
点
（
従
来
4
0
0
点
）、

そ
の
他
の
建
物
で
1
0
3
点
（
従

来
2
0
0
点
）
と
な
り
、
従
来

の
半
分
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。

　
在
宅
時
医
学
総
合
管
理
料
、
特

定
施
設
入
居
時
医
学
総
合
管
理
料

（
い
ず
れ
も
月
2
回
以
上
の
訪
問

で
月
1
回
算
定
）
に
つ
い
て
も
、

同
じ
建
物
・
施
設
の
複
数
の
患
者

を
担
当
し
た
場
合
の
点
数
は
、
単

独
訪
問
の
場
合
の
3
分
の
1
〜
4

分
の
1
に
激
減
し
た
。

　
こ
れ
は
、「
患
者
紹
介
ビ
ジ
ネ

ス
」
を
問
題
視
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
あ
る
新
聞
が
展
開
し
た
の
を

受
け
た
対
応
で
あ
る
。

　
有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
サ
ー
ビ
ス

付
き
高
齢
者
住
宅
、
一
般
マ
ン

シ
ョ
ン
な
ど
に
住
む
患
者
へ
の
訪

問
診
療
を
、
仲
介
業
者
が
特
定
の

医
療
機
関
に
紹
介
す
る
。
医
療
機

関
は
診
療
報
酬
の
1
〜
2
割
を
仲

介
業
者
に
支
払
う
。
施
設
・
建
物

の
経
営
者
が
直
接
、
医
療
機
関
と

や
り
と
り
し
て
同
程
度
の
金
銭
を

受
け
取
る
こ
と
も
あ
る
。

　
そ
れ
だ
け
払
っ
て
も
、
医
療
機

関
は
多
数
の
患
者
を
ま
と
め
て
確

保
で
き
、
効
率
よ
く
多
額
の
診
療

報
酬
を
得
ら
れ
る
か
ら
、
お
い
し

い
と
い
う
わ
け
だ
。

　
い
わ
ば
「
患
者
売
買
」
の
よ
う

な
も
の
で
、
不
快
な
話
だ
。

　
大
阪
で
も
、
た
と
え
ば
西
成
区

の
福
祉
マ
ン
シ
ョ
ン
や「
サ
高
住
」

に
八
尾
、
松
原
、
吹
田
と
い
っ
た

遠
方
の
開
業
医
が
診
療
に
来
て
い

た
。
入
居
者
に
聞
い
た
話
で
は
、

頼
ん
で
も
い
な
い
の
に
訪
ね
て
く

る
「
押
し
か
け
訪
問
診
療
」
や
、

「
調
子
は
ど
う
で
す
か
？
」
と
聞

い
て
回
る
程
度
の
「
形
だ
け
訪
問

診
療
」
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　
厚
労
省
は
、
保
険
の
療
養
担
当

規
則
を
改
正
し
、
保
険
医
療
機
関

や
保
険
薬
局
が
、
患
者
紹
介
の
対

価
と
し
て
金
品
を
提
供
す
る
こ
と

を
今
年
度
か
ら
禁
止
し
た
。

　
し
か
し
紹
介
料
の
や
り
と
り
は

水
面
下
で
行
わ
れ
る
の
で
、
実
態

は
つ
か
み
に
く
い
。
そ
こ
で
診
療

報
酬
に
も
手
を
加
え
、
広
く
抑
え

込
も
う
と
し
た
よ
う
だ
。

　
と
は
い
え
、
今
回
の
点
数
の
減

ら
し
方
は
極
端
だ
。
こ
ん
な
に
減

ら
さ
れ
る
と
、
ま
っ
と
う
な
訪
問

診
療
も
で
き
な
い
、
と
い
う
反
発

が
医
療
側
か
ら
相
次
い
で
い
る
。

　
確
か
に
、
一
部
の
問
題
の
た
め

に
全
体
を
締
め
付
け
る
の
は
乱
暴

だ
。
診
て
回
る
人
数
に
よ
っ
て
移

動
時
間
な
ど
の
違
い
は
あ
る
か

ら
、
そ
の
差
を
踏
ま
え
る
に
し
て

も
、
患
者
が
1
人
か
複
数
か
で
は

な
く
、
人
数
に
応
じ
た
段
階
的
区

分
に
す
る
方
法
は
あ
る
だ
ろ
う
。

　
た
だ
、「
医
療
機
関
性
善
説
」

に
立
っ
て
厚
労
省
を
批
判
す
る
だ

け
で
は
、
す
れ
違
う
。「
医
師
の

中
に
は
心
が
け
の
よ
く
な
い
者
が

い
る
」
と
い
う
当
然
の
前
提
に

立
っ
て
対
案
を
示
さ
な
い
と
、
社

会
へ
の
説
得
力
が
足
り
な
い
。
全

体
に
投
網
を
か
け
る
方
式
が
迷
惑

な
ら
、
個
別
対
処
の
強
化
を
求
め

る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

訪
問
診
療
を
締
め
付
け
る「
投
網
」

読売新聞大阪本社編集委員　原　昌平

の

37

か
ら
19
へ
と
上
昇
し
中
等
度
重

症
膵
炎
に
増
悪
し
た
。
ま
た
、

減
黄
が
後
退
す
る
た
め
ミ
ラ
ク

リ
ッ
ト
1
日
15
万
単
位
と
Ｆ
Ｏ

Ｙ
6
0
0
㎎
の
使
用
を
開
始
し

た
。
3
日
後
に
は
Ｃ
Ｔ
検
査
で

膵
周
囲
の
炎
症
を
認
め
た
が
、

膵
炎
は
治
癒
。
し
か
し
以
後
も

膵
周
囲
の
炎
症
が
増
悪
し
膿
瘍

形
成
を
認
め
た
た
め
、
腹
腔
ド

レ
ナ
ー
ジ
術
の
施
行
を
外
科
と

も
検
討
し
た
が
黄
疸
が
強
く
、

一
時
感
染
炎
症
デ
ー
タ
の
改
善

を
み
た
た
め
経
過
観
察
と
し

た
。
そ
の
後
、
経
皮
経
肝
胆
道

ド
レ
ナ
ー
ジ
（
Ｐ
Ｔ
Ｃ
Ｄ
）
に

よ
る
減
黄
処
置
を
施
行
し
、
次

第
に
減
黄
改
善
が
得
ら
れ
た
。

Ｐ
Ｔ
Ｃ
Ｄ
チ
ュ
ー
ブ
よ
り
の
造

影
で
、M

irizzi
症
候
群
の
可

能
性
も
考
え
ら
れ
た
。
Ｗ
Ｂ
Ｃ

3
4
4
0
0
、
Ｃ
Ｒ
Ｐ
12
・
7

と
膵
周
囲
の
炎
症
増
悪
が
見
ら

れ
た
た
め
、
同
日
外
科
へ
転
科

と
な
り
開
腹
下
腹
腔
膿
瘍
ド
レ

ナ
ー
ジ
術
を
施
行
し
た
。
そ
の

後
、
十
分
に
ド
レ
ナ
ー
ジ
が
効

い
て
い
な
い
状
況
に
な
り
、
造

影
で
リ
ー
ク
の
あ
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
減
黄
が

十
分
に
で
き
な
い
状
態
と
な

り
、
腎
不
全
、
末
梢
胆
管
狭
窄

も
加
わ
り
、
ド
レ
ナ
ー
ジ
を
繰

り
返
す
も
Ｄ
Ｉ
Ｃ
と
な
り
患
者

は
死
亡
し
た
。

　
遺
族
の
主
張
は
以
下
の
通

り
。 

　
①
昨
年
の
夏
頃
に
、
胆
石
が

あ
る
と
言
わ
れ
た
が
、
痛
み
も

な
か
っ
た
た
め
処
置
を
し
な

か
っ
た
。
今
か
ら
思
え
ば
そ
の

時
に
し
て
い
れ
ば
と
思
う
。

　
②
夫
の
母
も
同
じ
よ
う
に
、

Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｐ
検
査
後
に
急
性
膵
炎

を
起
こ
し
、
1
年
半
ほ
ど
入
院

し
た
経
験
が
あ
っ
た
た
め
、
内

視
鏡
を
施
行
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
心
配
で
あ
っ
た
。
し
か
し

医
師
か
ら
内
視
鏡
な
ら
1
カ
月

ほ
ど
の
入
院
で
大
丈
夫
だ
か
ら

と
言
わ
れ
承
諾
し
た
。

　
③
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｐ
検
査
を
も
っ
と

経
験
の
あ
る
医
師
が
行
っ
て
い

た
ら
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。

　
④
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｐ
検
査
後
に
痛
み

が
起
こ
っ
た
が
、
も
っ
と
早
く

に
チ
ュ
ー
ブ
を
抜
い
た
方
が
よ

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
⑤
外
科
医
師
と
の
懇
談
で

は
、
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｐ
検
査
後
の
膵
炎

に
つ
い
て
、
医
療
ミ
ス
と
は

言
っ
て
い
な
い
が
、
医
療
事
故

と
説
明
し
て
い
た
。
し
か
し
、

い
つ
の
ま
に
か
内
科
の
処
置
だ

け
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ

ち
ら
と
し
て
は
医
療
機
関
に
お

け
る
医
療
全
体
を
通
し
て
ど
う

で
あ
っ
た
の
か
知
り
た
い
。

　
⑥
院
長
か
ら
懇
談
の
席
で
、

最
終
的
に
力
が
及
ば
ず
残
念
で

あ
っ
た
。
で
き
る
限
り
の
こ
と

は
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
言
わ

れ
、
医
療
費
に
つ
い
て
は
後
か

ら
返
っ
て
く
る
と
聞
い
て
い

る
。　

　
医
療
機
関
と
し
て
は
、
家
族

か
ら
膵
炎
の
原
因
に
つ
い
て
外

科
に
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
こ

れ
に
対
し
て
外
科
医
師
か
ら
膵

炎
は
あ
く
ま
で
減
圧
チ
ュ
ー
ブ

が
挿
入
で
き
た
た
め
に
生
じ
た

も
の
で
あ
り
、
内
視
鏡
手
技
は

成
功
で
あ
っ
た
。
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｐ
検

査
を
行
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
今

回
の
病
態
に
は
至
ら
な
か
っ
た

が
胆
管
癌
を
疑
っ
た
場
合
の
必

須
の
検
査
で
あ
る
と
伝
え
て
い

る
。
ま
た
内
科
医
師
、
院
長
か

ら
は
、
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｐ
検
査
の
必
要

性
も
あ
り
、
そ
の
後
の
患
者
の

急
変
に
対
す
る
処
置
も
適
切
に

処
置
し
問
題
は
な
く
、
検
査
に

つ
い
て
の
説
明
も
十
分
に
行
っ

た
と
し
て
ミ
ス
は
な
か
っ
た
と

し
た
。

　
紛
争
発
生
か
ら
解
決
ま
で
約

3
年
6
月
間
要
し
た
。

〈
問
題
点
〉

　
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｐ
・
Ｅ
Ｎ
Ｂ
Ｄ
検
査

の
適
応
は
あ
り
問
題
は
な
い
。

担
当
内
科
医
は
卒
後
5
年
で
10

例
程
度
の
経
験
で
あ
っ
た
が
手

技
的
に
問
題
は
な
い
。
Ｅ
Ｒ
Ｃ

Ｐ
の
合
併
症
で
あ
る
急
性
膵
炎

に
対
す
る
処
置
も
適
切
で
あ

り
、
2
月
2
日
に
膵
炎
は
治
癒

し
減
黄
改
善
も
得
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
膵
周
囲
の
炎
症
の

増
悪
の
た
め
急
変
し
、
外
科
に

転
科
し
て
い
る
が
、
外
科
に
お

け
る
処
置
に
つ
い
て
情
報
が
乏

し
く
、
以
後
の
経
過
の
詳
細
が

解
ら
な
か
っ
た
。
な
お
、
外
科

医
師
は
、
患
者
家
族
か
ら
、
患

者
の
両
隣
の
ベ
ッ
ド
に
Ｍ
Ｒ
Ｓ

Ａ
感
染
の
患
者
が
い
た
た
め
、

当
該
患
者
が
Ｍ
Ｒ
Ｓ
Ａ
を
発
症

し
た
の
で
は
な
い
か
と
病
院
の

管
理
問
題
に
不
信
を
投
げ
か
け

ら
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う

に
な
っ
た
の
は
内
科
で
の
処
置

に
問
題
が
あ
っ
た
で
は
な
い
か

と
問
い
詰
め
ら
れ
、
内
科
の
内

視
鏡
の
挿
入
方
法
に
問
題
が

あ
っ
た
と
言
及
し
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
た
め
院
内
で
、
内
科

と
外
科
が
険
悪
な
状
態
に
な
っ

た
が
、
院
長
は
こ
の
問
題
に
対

し
、
取
り
纏
め
る
姿
勢
が
窺
え

な
か
っ
た
。
医
学
的
と
い
う
よ

り
は
患
者
対
応
や
院
内
体
制
の

問
題
が
大
き
か
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。

〈
解
決
方
法
〉

　
医
学
的
に
は
ミ
ス
の
な
い
こ

と
を
患
者
側
に
伝
え
た
と
こ

ろ
、
患
者
側
の
ク
レ
ー
ム
が
途

絶
え
て
久
し
く
な
っ
た
の
で
立

ち
消
え
解
決
と
見
な
さ
れ
た
。

Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｐ
で
病
状
悪
化
し
て
死
亡

金
融
共
済
委
員
会

（
4
／
23
）の
開
催
状
況

　
各
地
区
か
ら
選
出
の
委
員
に

よ
り
、
共
済
制
度
の
健
全
・
安

定
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
休
補
運
営
分
科
会

　
給
付
9
件
、
加
入
13
件
を
審

査
し
全
件
可
決
し
ま
し
た
。

②
融
資
諮
問
分
科
会

　
融
資
斡
旋
1
件
を
決
定
し
ま

し
た
。

在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料
に
つ
い
て

　
下
京
東
部
医
師
会
選
出
の
代
議
員
・
予
備
代
議
員
欠
員
に

伴
う
補
欠
選
挙
を
行
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
立
候
補
者
数
は
定

数
以
内
で
し
た
の
で
、
京
都
府
保
険
医
協
会
選
挙
規
定
第
2

章
第
31
条
に
よ
り
、
無
投
票
当
選
人
と
決
定
し
ま
し
た
。
任

期
は
2
0
1
5
年
4
月
30
日
ま
で
。 
（
敬
称
略
）

　【
代
議
員
】
木
谷 

輝
夫
、
井
上 

喜
美
子
、
前
田 
眞
里

　【
予
備
代
議
員
】
佐
々
木 

敏
之

下京東部

代
議
員
・
予
備
代
議
員
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事
故
調
の
い
う

「
予
期
せ
ぬ
？
死
亡
」に
備
え
て66



　京都でも医療ＡＤＲ（裁判外紛争処理機構）を利用する医療事故がぼ
ちぼち増えて来ている。京都弁護士会が立法に基づいて数年前に立ち上
げたものだが、医療側の代理のみを扱っている当事務所でもこれまで数
件扱い、現在もＡＤＲに継続中の医療事故案件が２件ある（京都の簡裁
の民事調停には２件医療事件が継続している）。ＡＤＲは、裁判所への
調停・訴訟提起に比して申立ての手続が簡単で市民には親しみやすい。
手続費用も安い。審理の期日が早く入り、数回やって結論がでるといわ
れた。請求する金額が比較的低い医療事故であれば、患者側は弁護士に
頼まなくても自分や家族だけでもやれる。これらの簡便な点がこの制度
のうたい文句であり、利用しようという事故被害者がきっと増えるだろ
うと見込まれてきた。
　しかし、この制度が一斉に全国各地で
発足し、実際に手続を利用してみると、い
くつかの難点、問題点がでてきて制度の
全面的円滑な活用、運用にはいまだ程遠
いものがあることが分かってきている。
　まず、私の理解では、医療ＡＤＲは、
医療ミスの有無を本格的に争う司法裁判
所の訴訟（裁判）とは異なり、事故の規模、態様も比較的小さく（患者
死亡事故などはおそらく除くであろうと思った）、争点も医療の専門的
技術や知見に関わる医学的判断を必要とする事案はなるべく避けて、医
療ミス自体にほとんど争いがないか、患者側に生じた損害賠償請求額の
三桁まで程度で、損害の計算基準をどこに求めるかに話し合いが期待さ
れる案件にほぼ限られるだろう。そうであれば、双方に弁護士が付かな
くとも弁護士会選任のＡＤＲ委員（弁護士）の采配にまかせて和解・示
談にまでこぎつけられるだろうと予測してきた。
　しかし、実際はかならずしもそうでもないのである。
　私が、昨年扱った事例だが病院の中心静脈カテーテルの誤挿入で低酸
素脳症に陥った50代の男性患者が死亡した事故があった。事故発生当初
から患者側は病院の責任を厳しく問責し、弁護士に依頼して警察へ告訴
する、診療関係記録一切をはじめ、院内事故調査委員会の調査報告書の
提出の要求、家族への謝罪要求、１億円以上の損害賠償を要求してき
た。病院側は、事故の内容そのものにも争いがあり、専門医師によるそ
の解明が必至であり、成り行きからみて患者側の言いなりになることは
できないと争う姿勢をみせてきた。
　よって、当然に訴訟に発展すると予測してきたのに、意外にも患者側
は弁護士会ＡＤＲに救済申し出されたのであった。そして、ＡＤＲでい
きなり賠償額の話合いを希望された。病院側としては、事故の内容につ
いて関係医師の医療的、専門的言い分を十分に述べて、患者の死亡との
因果関係についても意見を開陳して争うと腹を括っていたので、いきな
り和解金額の話に入ることはできないと主張した。このように主張をせ
ざるを得なかった事情として、もしＡＤＲで和解ができればいいができ
なければ訴訟に移行することは、必至である。その場合に、ＡＤＲの手
続で提出した主張書面や証拠類は和解関係のものも含めて全部改めて裁
判所の訴訟手続きに提出せねばならぬ。そのことを、見越してどこまで
ＡＤＲの手続に協力すべきなのか、訴訟手続きではないＡＤＲの手続は
主張書面や証拠書類はどのような扱いとするのか。良く分からない。Ａ
ＤＲ委員（弁護士）は、裁判官の経験はないし、医療問題にどの程度造
詣があるかも分からない。過去、医療過誤裁判に患者側、医療側代理人
で関わったことがあるのかも不明である。裁判所の医療事故をそこそこ
専門とする裁判官とおなじ知見や見識を持つと理解することもできな
い。かようなことで、医療側もＡＤＲに対する協力姿勢の焦点が定まら
ないままの状態にある。ＡＤＲについての現在の率直な実感である。

医療ＡＤＲの現状について

　
財
務
省
は
3
月
28
日
、
財
政

制
度
等
審
議
会
の
「
財
政
制
度

分
科
会
」
を
開
催
し
、
医
療
制

度
改
革
を
テ
ー
マ
に
議
論
を

行
っ
た
。
財
務
省
主
計
局
か
ら

は
「
社
会
保
障
制
度
改
革
の
基

本
的
方
向
性
」
と
い
う
資
料
に

基
づ
き
、
医
療
費
等
抑
制
に
向

け
た
考
え
方
が
示
さ
れ
た
。

　
財
務
省
の
考
え
る
改
革
案

は
、
給
付
面
で
は
▽
公
的
給
付

範
囲
の
見
直
し
▽
医
療
等
提
供

体
制
の
効
率
化
▽
診
療
報
酬
・

介
護
報
酬
の
抑
制
と
抜
本
的
見

直
し
▽
保
険
者
機
能
の
発
揮
・

強
化
―
の
4
点
。
負
担
面
で
は

▽
負
担
能
力
に
応
じ
た
負
担
▽

支
え
手
の
増
加
▽
社
会
保
障
公

費
負
担
と
消
費
税
収
の
差
額
の

解
消
―
の
3
点
。

　
具
体
的
（
別
表
）
に
は
、
2

0
1
1
年
の
一
体
改
革
で
検
討

さ
れ
医
療
界
の
強
い

反
対
意
見
に
よ
り
見

送
ら
れ
た
「
受
診
時

定
額
負
担
」
や
先
発

医
薬
品
の
参
照
価
格

制
度
に
よ
る
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
推
進
、
保
険

外
併
用
療
養
の
対
象

拡
大
な
ど
が
検
討
課

題
と
し
て
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
う
ち

保
険
外
併
用
療
養
に

つ
い
て
は
、
評
価
療

養
の
費
用
対
効
果
を

厳
し
く
検
証
す
る
こ

と
や
、
い
っ
た
ん
保

険
適
用
と
さ
れ
た
医
療
技
術
等

に
つ
い
て
も
費
用
対
効
果
が
低

い
も
の
は
保
険
適
用
か
ら
外
し

保
険
外
併
用
療
養
の
対
象
と
す

る
「
逆
評
価
療
養
」
と
い
う
考

え
も
示
さ
れ
た
。

　
診
療
報
酬
に
つ
い
て
は
、
今

後
と
も
徹
底
し
て
抑
制
す
る
こ

財務省資料から検討課題を抜粋
○高額療養費制度における外来特例の廃止
○受診時定額負担の導入
○大病院の外来患者負担引き上げ
○参照価格制度によるジェネリック推進
○市販類似薬品の更なる保険適用除外
○保険外併用療養の対象拡大
　（費用対効果の低い医療技術の保険外し等）
○柔道整復に係る保険適用の厳格化
○終末期医療の適正化
○診療報酬等は今後とも徹底して抑制
○ 診療報酬等は「過度な政策誘導は避け、より包括的で簡
素・透明かつ安定的な仕組みとなるよう体系的見直しを
進めるとともに、客観的なデータを活用した合理的な水
準に改定」
○ 市町村国保・後期高齢者医療における医療費適正化への
重点的取り組み
○ 被用者保険においてメタボ健診実施率に応じて加算減算
をしているが、今後は「医療費の効率化の度合い」に基
づくものとしていく必要
○ 被用者保険側が後期高齢者医療の運営に参画する仕組み
○ 電子レセプト活用による審査基準の標準化・厳格化し、
重複頻回受診や問題事例の抽出をよりシステマティック
に行えるようにする

受
診
時
定
額
負
担
ふ
た
た
び

医
療
費
抑
制
で
財
務
省
案

と
や
、
過
度
な
政
策
誘
導
は
避

け
、
よ
り
包
括
的
で
簡
素
・
透

明
か
つ
安
定
的
な
仕
組
み
と
な

る
よ
う
体
系
的
見
直
し
を
進
め

る
と
と
も
に
、
客
観
的
な
デ
ー

タ
を
活
用
し
た
合
理
的
な
水
準

に
改
定
し
て
い
く
必
要
が
示
さ

れ
た
。

保団連近畿ブロック学習会のご案内

原発のコストと日本のエネルギー政策
（仮）

日　時　 5 月31日 （土）  15 時30分 ～ 17 時30分
会　場　兵庫県保険医協会会議室

（〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通1-2-31 神戸フコク生命海岸通
ビル５階、元町駅下車、東口を出て南へ徒歩７分）

講　師　立命館大学国際関係学部教授　大島 堅一 氏
定　員　100人（事前申込順）
参加費　無料　※どなたでもご参加いただけます
お問い合わせは、TEL078-393-1807　konishi-s@doc-net.or.jp
 兵庫協会事務局・小西まで

日　時 5月25日 （日）　午後２時～４時30分
場　所 京都ガーデンパレス 2Ｆ 祇園の間（御所蛤御門前）
講　演 社会保障制度改革の全体像
 医療・介護提供体制改革は何を狙うのか ― 解説と批判 ―（仮題）
  岡﨑 祐司 氏（佛教大学教授）
発　言 臨床現場から医師は提言する
 2014年改定から見える医療の将来像 鈴木 　卓 京都府保険医協会副理事長
 病院勤務医の立場から 松原 為人 氏 （京都民医連中央病院副院長）
 都市部 （京都市内）で開業する医師から 草田 英嗣 氏 （上京東部医師会）
 郡部（和束町）で開業する医師から 柳澤 　衛 氏 （相楽医師会）
主　催 京都府保険医協会

大転換する医療制度 お申込は
協会事務局まで
FAX075-212-0707

― 解説と批判 ―（仮題）

80人限定

― 医療者はどう生きるか ―

莇
　 
立 
明
（
弁
護
士
）

医
療
訴
訟
の
傾
向
に
つ
い
て
思
う
こ
と 

②

現在ご加入の年金を一部あるいは全部解約し、新たに加入申込みされる
場合は 6 月10日（火）までに解約書類を協会事務局までご提出下さい。
保険医年金に関するお問い合わせは、京都府保険医協会・経営部会まで。

ご注意
下さい !

※ 手数料との関係で1.259％の利率が続くと仮定して、新たにご加入される月払
については 4 年以上、一時払で 2 年以上の長期にわたって積立されることをお
勧めします。詳しくは、3 月末送付の年金パンフレットをご覧下さい。

◎ 普及担当の生保営業員がご説明に伺っ
た際には、ご面談下さいますようお願
いいたします。電話・訪問等が重なる
場合がございますが、ご容赦下さい。

ただいま
加入受付中! 保険医年金老後保障に

この制度

加入申込期間 予定利率

受託会社

6月20日（金）まで
※2014年９月１日付加入です （2013年 9 月 1 日現在）

月　払
（満74歳以下の会員）

一時払
（満79歳以下の会員で月払に加入している方）

1口 1万円　30口限度（30万円）

1口 50万円　毎回 40口（2,000万円）

1.259％

三井生命（幹事）・明治安田生命・
富国生命・ソニー生命・日本生命・
太陽生命・第一生命

2 0 1 4 年 (平成 2 6 年) 5 月 5 日第 2 8 9 2 号 京 都 保 険 医 新 聞毎月 5日･20日･25日発行 ( 6 )


